
公益財団法人栃木県市町村振興協会平成３０年度研修計画 

 

◆ 地方自治法指導者養成研修 
 
  □講師：一般社団法人日本経営協会 講師 寶 金 敏 明 

     ※平成２８年度と同講師で実施いたします。 

 
  □目的：この研修は、各ブロック及び市町で実施する地方自治法を指導する 
      講師を養成することを目的とします。 
      
  □対象：地方自治法の指導者として予定されている職員 
 
  □時間：３日間（１８時間） 
 

  □プログラム 

１日目 ２日目 ３日目 

Ⅰ 地方自治法 

 １.地方自治の本旨 

 (1)地方自治の基本理念 

 (2)組織 

  ①地方公共団体の種類 

  ②地方公共団体の組織 

  ③地方公共団体の事務 

  ④地方公共団体の事務に関す 

   る国・都道府県の関与 

  ⑤地方公共団体相互、国と地方 

   公共団体間の紛争処理制度 

 ２.地方分権推進と地方分権改革 

 ３.条例 

 ４.条例・規則の制定手続き 

 (1)条例・規則制定についての 

   留意事項 

 (2)条例・規則の効力の発生時期 

 ５.条例上の義務の履行確保 

 ６.事務監査請求・住民監査請求・ 

  住民訴訟 

 (1)事務監査請求・住民監査請求 

 (2)住民訴訟 

  ①住民訴訟の存在理由 

  ②住民訴訟の要件 

  ③住民訴訟の対象 
 

Ⅱ 教授法 

 １.研修の趣旨・目的、到達の 

  目標の確認 

 (1)研修の趣旨・目的の確認 

 (2)研修の到達目標の確認 

 ２.レジュメ作成等、事前準備 

 (1)周到な準備の必要性 

 (2)レジュメの作成方法 

 (3)レジュメの体裁 

 (4)情報収集 

 ３.講義の効果的な進め方 

 (1)研修開始 

 (2)注意点と心構え 

 (3)講義方法の選択 

 ４.研修効果の測定と活用 

 (1)研修効果の測定の意義 

 (2)研修成果の活用 
 

Ⅲ 講義実習 

 
  □特記事項・・・なし 
 
 
 
 


